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　宮城県内の空き家率（総戸数に対する空き家数の割合）は、令和5年の国の調査で約12％
となっており、約8軒に1軒は空き家になっています。

空家法が改正されました!
　令和5年12月に改正空家法が施行され、そのまま放置すれば特定空家等になるおそれのある空家等が
管理不全空家等と定義されました。



【仙台弁護士会法律相談センター】
●電話：022-223-2383
　　　　月～金 （祝日を除く）     　◉相談時間：午前10時～午後4時
　　　　月、 木は夜間相談も実施 （祝日を除く）　
　　　　　　　　　　　　　     　◉相談時間：午後6時～午後8時
　　　　土曜 （祝日を除く）　     　◉相談時間：午前9時30分～午後0時30分

【古川法律相談センター】
●電話：0229-22-4611
　　　　火、 土曜 （祝日を除く）  　◉相談時間：午前10時30分～午後3時30分

【登米法律相談センター】
●電話：0220-52-2348
　　　　水、 金曜 （祝日を除く）  　◉相談時間：午前11時30分～午後3時

【県南法律相談センター】
●電話：0224-52-5898
　　　　火、 木曜 （祝日を除く）      ◉相談時間：午前10時30分～午後4時30分

【石巻法律相談センター】
●電話：0225-23-5451
　　　　火、 木、 日曜 （祝日を除く） ◉相談時間：午前10時30分～午後4時30分

【気仙沼法律相談センター】
●電話：0226-22-8222
　　　　月、 水曜 （祝日を除く）　　◉相談時間：午前11時30分～午後3時30分

●電話：022-223-2383
●営業日時：月～金曜 （祝日を除く）　午前9時～午後4時30分
●対応可能な相談内容：相続、 債務整理などの法律相談
　　　　

いずれの相談も定員がありますので、事前に仙台弁護士会法律相談センターまでご予約ください。



相続登記が義務化されました！







午前9時30分～午後4時30分

※相談は無料相談会開催日（毎月最終月曜日【4月・10月を除く】）で受けています。
　事前予約制となりますので、前週水曜日までにお電話でご予約ください。

不動産の適正な価格、売買交換、鑑定評価、賃料、
有効利用などに関する相談





都市計画課 022-724-7124

住宅都市整備課 0220-34-2316

企画政策課

環境保全課 0229-23-6074
まちづくり推進課 0229-23-5069

022-357-7438
022-357-7443

0229-65-2123

企画広報課

地域振興課

生活環境課

022-368-4242

企画財政課
まちづくり振興課

町民生活課

0224-54-2111
0224-55-2113

まちづくり政策課
町民環境課
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